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○ 取扱い 

 悪性腫瘍（疑い含む。）に対する胃・十二指腸ファイバーにおける狭帯

域光強調加算と粘膜点墨法加算の併算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 狭帯域光強調法は特殊光を用いて病変部を観察する手技で、粘膜点墨法

は病変をマーキングし、その位置を明確にする手技であり、それぞれ実施

目的が異なる。 

 以上のことから、悪性腫瘍（疑い含む。）時のに対する胃・十二指腸ファ

イバーにおける狭帯域光強調加算と粘膜点墨法加算の併算定は、原則とし

て認められると判断した。 

 


